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２-Ⅰ.【詳細版】福祉領域／児童関係：テキストｐ69～76 

・作成日：２０１８．5.24 

・作成者：谷口秀樹 

この項目は、児童福祉法が中心ですが、児童虐待防止法や児童の権利に関する条約なども絡

んできますので、ﾃｷｽﾄに従って、内容を補足しながらまとめていきます。 

＊原文： e-Gov児童福祉法 

＊原文： e-Gov児童虐待防止法 

＊原文： 外務省 児童の権利に関する条約 

＊原文： 児童相談所の現状（H27 年度/H29.2.1 発行） 

 

１．基盤となる法律の概要 

①．児童福祉法： 

１９４７年（S２２年）に制定された法律で、児童福祉を保証するために、あらゆる児童が持つべき権

利や支援が定められていて、最近では、H28年に、理念の明確化と、児童虐待への早期対応と被

虐待児童への自立支援などを目的に改正が行われた。 

＊対象となる児童を満 18歳未満と定義している。 

＊２．児童相談所と社会的養護のための制度や児童福祉施設もこの法律に規定されている。 

＊H28年の改正では、法の理念が児童の権利に関する条約に則ることも明記。 

 

②．児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律）： 

児童福祉法でも、通告義務（第二十五条）、立ち入り調査（第二十九条）、一時保護（第三十三条）、

被虐待児の施設入所（第二十八条）などの虐待防止制度の記載があったが、機能していなかった

ため、次の「子どもの権利条約」批准も後押しとなって、２０００年（H１２年）に、超党派議員立法で成

立した法律で、３．児童虐待の定義と対応について詳細に規定されている。 

＊２０１１年（H23 年）の民法改正で、適用の難しい親権喪失制度（永続的喪失）に加えて親権の一

時停止（2年を超えない期間）が新設され、申し立て者の範囲も拡大され、親による虐待防止

が容易になった。 

 

③．児童の権利に関する条約： 

１９５９年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせて、１９８９年（H1年）に国連

で採択され、1994 年（H６年）に日本が批准した条約で、主な内容は以下のとおり。 

・差別の禁止（第 2条） 

・児童の利益の優先（第 3条） 

・父母との関係の尊重（第 5条、第 7条、第 9条） 

 ＊父母による虐待防止のための例外（第 9条） 

・児童の生命、生存、発達の権利（第 6条） 

・児童の意見を表す権利（第 12 条）  

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC1000000082&openerCode=1
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/zenbun.html
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/04_3.pdf
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２．児童相談所と社会的養護 

①．児童相談所： 

１．設置場所：児童福祉法第 12条に基づき、都道府県への設置が義務付けられていて、政令によって、

政令指定都市や中核市、特別区（地域保健法：第三章 保健所 参照）にも設置でき

ることとなっている。（H29年現在、２１０か所） 

２．職員：児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員、医師、保健師、弁護士など。 

○児童福祉司・・児童福祉法第１３条に設置を定められた、ｹｰｽﾜｰｸを行う職員。 

○児童心理司・・従来は心理判定員と呼ばれたもので、児童福祉法には呼称の規定はない。 

○弁護士・・H28 の改正で、配置もしくはそれに準じる措置が義務化。 

3．機能： 

・市町村援助機能・・重症度の高いｹｰｽは児童相談所が中心となって支援を行うが、児童及び妊

産婦の幅広い支援は市区町村が行うので、その支援を行う。 

・相談機能：（ ）内は、H27年度の総件数（約 439K 件）に対する比率。 

○養護相談（36.9％）・・児童虐待の相談と、保護者の失踪などによって養育困難となった児童

の相談。 

○障害相談（42.2％）・・障害児、発達障害、重度の心身障害などの相談。 

○非行相談（3.6％）・・虞犯少年、触法少年（司法・犯罪の少年法参照）に関する相談。 

○保健相談（0.5％）・・未熟児、虚弱児、小児喘息などの相談。 

○育成相談（11.4％）・・性格行動、しつけ、適性、不登校等に関する相談。 

・一時保護機能・・児童虐待の通告を受けたり、要保護児童の市町村からの送致を受けた場合に、

児童の安全確保と調査を目的に、児童を一時的に保護する機能。（3-③-2） 

＊H２９現在 136 か所（約６５％）の児童相談所に、一時保護所が設置されている。 

・措置機能・・・・主に虐待対策として、児童福祉司の指導や、施設入所措置、里親委託措置を行う。 

 

②．社会的養護： 

保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養

育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。（厚労省 HP） 

 

１．里親制度（第 6条の４）：家庭による養育を里親に委託する制度で、 以下の種類があり、種類に応

じた里親手当が支給される。 

○養育里親・・実親の元へ復帰、または 18 歳まで養育。 

○専門里親・・専門的研修を受けた経験者が被児童虐待児、知的障碍児、非行少年を養育。 

○養子縁組を前提とした里親 

○親族里親・・3 親等以内の親族の里親。 

 

2．小規模住居型児童養育事業（ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ：第 6 条の 3の 8）： 

一定の里親経験や児童養護施設での養育経験のある者が、家庭で５～６名の子供を預

かり養育する制度  
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3．施設養護：児童福祉法に基づき、主に以下のような児童福祉施設で養護を行う。 

○助産施設（第 36 条）・・経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦の助産。 

＊法律上は、児童福祉施設として明記されている。 

○乳児院（第 37条）・・乳児が対象。必要性がある場合は幼児を含む。 

○児童養護施設（第 41 条）・・保護者がいないか、虐待を受けた児童を対象とする。 

＊必要性のある場合を省き、原則として乳児は対象としない。 

＊退所後の自立援助も行う。 

○児童心理治療施設（第 43条）・・家庭環境、学校における交友関係等の理由により、社会生活

への適応が困難となった児童を、短期間（期間未設定）入所または通所によって、心理

治療や生活指導を行う施設。 

＊H29年に、情緒障害児短期治療施設から名称が改められた。 

○児童自立支援施設（第44条）・・犯罪行為を起こしたり、起こす恐れのある児童や、家庭環境

の問題などで生活指導を要する児童を、入所または通所によって指導し、自立を支援

する施設。 

＊S63 年（１９８８年）に、教護院から名称が改められた。 

○母子生活支援施設（第 38 条）・・母子家庭の母子の入所保護と自立支援を目的とする。 

＊H10 年（１９9８年）に、母子寮から名称が改められた。 

○自立援助ﾎｰﾑ（第6条の3、第33条の６）・・義務教育終了後、児童養護施設を退所した児童を

対象とした自立を支援するための施設で、現在は、ほとんどが被虐待児童の入所。 

 

３．虐待への対応 

①．虐待の定義（第 1条、第 2 条）： 

虐待を以下の4 種類に定義し、虐待は、児童の人権を著しく侵害し、心身の成長及び人格の形

成に重大な影響を与え、将来の世代の育成にも懸念を及ぼすとしている。 

＊（ ）内は、H27 年度（約 103.3ｋ件）における件数と比率。 

１．身体的虐待（28.6K件/28％）・・身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある行為。 

＊意図的に児童を病気にさせる行為（代理ﾐｭﾝﾍﾊｳｾﾞﾝ症候群）も対象とする。 

２．性的虐待（1.5K 件/1.5％）・・児童にわいせつな行為をすること／させること。 

３．ﾈｸﾞﾚｸﾄ（24.4K 件/24％）・・著しい減食、長時間の放置、同居人による虐待行為の放置など。 

4．心理的虐待（48.7K 件/47％）・・暴言、拒絶的な対応、差別的対応など、著しい心理的外傷を

与える行為。 

＊家族内の他者（子供の両親や兄弟など）への行為も対象となる。 

 

②．虐待の通告（児童福祉法第 25 条、児童虐待防止法第 6 条）： 

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに児童相談所または市町村に通

告しなければならない。 

＊児童虐待防止法の制定当初（H12）の通告先は児童相談所のみであったが、急激な件

数の増加に児童相談所だけでは対応できなくなり、H16 の児童福祉法と児童虐待防
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止法の改正で、市町村が通告先に加えられ、二層構造となった。 両社は連携を取る

こととなっているが、その定義は不明確。 

＊特に、学校・児童福祉施設・病院の関係者など、児童福祉に職務上関係のある者は、児

童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならない。

（児童虐待防止法 第 5 条） 

＊主として虐待通報のため、児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ（１８９・・いち・はや・く）が設けら

れている。 

 

③．虐待の通告後の流れ：次ﾍﾟｰｼﾞ図参照 

1.情報収集と安全確認：通告を受けた児童相談所や市町村は、原則48時間以内に対象児童の

安全確認を行う。 

＊児童相談所は、児童の安全確認できない場合は、家庭内に立入調査できる。 

＊児童相談所は、家庭が立入調査を阻止した場合には、裁判所（地裁、家裁または簡易

裁判所）の許可を受けて、臨検・捜索することができる。 

＊立入調査、臨検・捜索には、警察官の援助を受けることができる。 

2.方針決定：情報収集を元に、処遇を決定する。 

＊処遇の決定は、基本的に児童相談所の権限。 ただし、市町村に通告があったｹｰｽで、

問題が認められなかったり、軽微の場合は、市町村が主体となっての判断する場合も

あり、その場合、児童相談所の把握する虐待件数に含まれるかどうかは不明。 

＊事態が深刻な場合、児童相談所が、家庭から一時的に離して保護（一時保護）し、その

間に情報を収集して、その後の処遇方針を決定する。 

＊H27 年度の一時保護件数は 約 17.8K件（対応件数の 17.2％） 

＊一時保護が 2か月を超える場合は、家庭裁判所の承認が必要。 

3.継続的支援：在宅支援と代替養育に大別される。 

・在宅支援・・市町村が設置する要保護児童対策地域協議会で情報共有し、関係機関が連携

して支援する。 

＊児童相談所が把握する虐待相談のうち、在宅支援と思われる「面接指導」が 89.5％

を占め、児童福祉司指導等のその他の処置が 6.1％で、下記の代替養育は 4.4％。 

ただし、面接指導やその他の指導の中に、市町村受理等で問題無しとされた件数が

どの程度含まれるかは不明。 

・代替養育・・②の社会的養護により養育する。 

＊H27 年度の内訳は以下の通り。（ ）は入所総数4100件に対する比率） 

・児童養護施設  ・・2536件（61.9％） 

・乳児院   ・・753件（18.4％） 

・児童心理治療施設 ・・184 件（4.5％） 

・児童自立支援施設 ・・160 件（3.9％） 

・その他施設入所  ・・467件（11.4％） 

・施設通所  ・・6 件 

・里親等委託  ・・464 件 
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④．虐待の予防： 

1.主なﾘｽｸ要因： 

・保護者側の要因：望まぬ出産、母子分離による愛着形成不足。 

保護者の障害や依存症、被虐待体験、未熟さ。 

・子ども側の要因：乳児期、未熟児。障害や育てにくさ。 

・養育環境の要因：複雑な家庭環境（未婚、内縁等）。地域からの孤立。経済的困窮。 

 

2.支援とその必要性： 

・上記ﾘｽｸ要因に対する、子育て支援、周産期の母子保護活動などによる予防が必要。 

・虐待は 20％（中嶋、2000 年）～30％（Kaufman&Zigler、1987年）の確率で世代間伝播はする

と言われ、その意味でも、未然防止が重要となる。 

以上 

発見 

③-1．情報収集と安全確認 

＊原則48 時間以内に安全確認。 

＊立入調査：安全確認できない場合

の児童相談所の権限。 

＊臨検・捜索：家庭が立ち入りを阻止

した場合、裁判所の許可に

より児童相談所が行える。 

＊立入調査、臨検・捜索には、警察官

が援助できる。 

児童相談所 市町村 

②．通告： 

＊国民全員の義務。 

＊特に、学校・児童福祉施設・病院

etc 

＊全国児相共通ﾀﾞｲﾔﾙ（１８９） 

情報収集 

立入調査 

臨検・捜索 

③-2．方針決定 

＊一時保護：事態が深刻な場合 

・・2 か月を超える場合は家裁の

承認が必要。 

。 

一時保護 

③-3．継続的支援 

＊在宅支援：要保護児童対策地域協

議会を介して連携。 

＊代替養育：社会的養護 

。 

在宅支援 

代替養育 

問題無し 

通告 

情報収集 

要保護児童

対策 

地域協議会 
方針決定 

警察 


